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告 示

高知県告示第593号

須崎市下郷の一部地区、長岡郡大豊町角茂谷、戸手野及び馬瀬

の各一部地区並びに吾川郡いの町戸中の一部地区における地籍調

査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第 2 項

の規定により国土調査の成果として認証したので、同条第 4項の

規定により次のとおり告示する。

令和 4年 6月21日

高知県知事　濵田　省司

1　調査を行った者の名称

( 1 )  須崎市

( 2 )  大豊町

( 3 )  いの町

2　調査を行った地域及び時期

( 1 )  須崎市下郷の一部

　　令和元年度及び令和 2年度

( 2 )  長岡郡大豊町角茂谷、戸手野及び馬瀬の各一部

　　平成28年度から令和元年度まで

( 3 )  吾川郡いの町戸中の一部

　　平成29年度及び平成30年度

3　成果の名称

( 1 )  須崎市地籍図及び地籍簿

( 2 )  大豊町地籍図及び地籍簿

( 3 )  いの町地籍図及び地籍簿

4　認証年月日

令和 4年 6月21日

高知県告示第594号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律

第57号）第 3条第 1項の規定に基づき、次に掲げる土地の区域を

急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高

知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和 4年 6月21日

高知県知事　濵田　省司

高知市仁西

( 1 )　標柱を設置した土地の地番

( 2 )　区域

標柱 1から 8までを順次に直線で結んだ線、標柱 8と 9を

市道春野町967号線及び県道春野赤岡線に沿って結んだ線、

標柱 9から11までを順次に直線で結んだ線並びに標柱11と 1

を直線で結んだ線により囲まれた区域内とする。

高知県告示第595号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。 

その関係図面は、令和 4年 6月21日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県幡多土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 4年 6月21日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　西土佐松野

3　道路の区域

標柱番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

所在地

高知市春野町西畑字スゞレ

〃　　〃　　〃　字大良南平

〃　　〃　　〃　〃

〃　　〃　　〃　〃

〃　　〃　　仁ノ字松屋敷

〃　　〃　　〃　〃

〃　　〃　　〃　〃

〃　　〃　　〃　〃

〃　　〃　　西畑字スゞレ

〃　　〃　　〃　〃

〃　　〃　　〃　〃

地番

1870番 2

2285番 1

2289番

2290番イ

4177番 1

4177番30

4177番 7

3402番

1885番 1

1874番 2

1874番 2

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

四万十市西土佐津賀

字カミダバ 9番から

四万十市西土佐薮ケ

市字大平山589番25

まで

四万十市西土佐薮ケ

市字イツチンギ817

番 1地先から

四万十市西土佐薮ケ

市字長崎718番 2 地

先まで

〜

〜

960

469

前

前

〜

〜

960

469

後

後

3.9

10.6

4.5

10.4

6.7

34.8

6.0

31.9

高知県告示第596号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第 1 項第 5 号に規

定する道路として次のとおり指定する。

令和 4年 6月21日

高知県知事　濵田　省司

地　名 地　番
幅　　員

(メートル)
備　　考

延　　　長

(メートル)
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高知県告示第597号

高知県収入証紙条例（昭和39年高知県条例第 1号）第 5条第 1

項の規定により、次のとおり売りさばき人を指定した。

令和 4年 6月21日

高知県知事　濵田　省司

1　売りさばき人の住所及び氏名

高知市鴨部三丁目15番40－ 2号

山口　真美

2　売りさばき所の所在地及び名称

高知市東石立町48－ 1　コーポサンセール201

行政書士真山事務所

3　指定年月日

令和 4年 5月25日

高知県告示第598号

高知県収入証紙条例施行規則（昭和39年高知県規則第28号）第

4条第 5項の規定により売りさばき所の所在地の変更について承

認したので、同条第 6項において読み替えて準用する同条第 4項

の規定により次のとおり告示する。

令和 4年 6月21日

高知県知事　濵田　省司

1　売りさばき人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者

の職名及び氏名

高知市丸ノ内一丁目 2番20号

一般社団法人高知県交通安全協会

会長　松村　純爾

2　売りさばき所の所在地及び名称

（変更前）　高知市北本町一丁目 9－20　高知警察署内

一般社団法人高知県交通安全協会

（変更後）　高知市北本町一丁目10－12　高知警察署内

一般社団法人高知県交通安全協会

3　変更承認年月日

令和 4年 4月24日

公 告

漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第39条の 2 第 4 項の

規定に基づき、所有者不明の工作物又は船舶、自動車その他の物

件（以下「工作物等」という。）の措置を次のとおり行う。

令和 4年 6月21日

宇佐漁港漁港管理者　　　　　　

高知県知事　濵田　省司

1　工作物等の放置されている場所、名称又は種類、形状及び数

量

( 1 )　土佐市宇佐町宇佐字鍋烏頭　宇佐漁港鍋烏頭船溜
だまり

ア　ＦＲＰ船 1 隻（船名不明、船舶番号282－8879、船長

5.50メートル、船幅5.50メートル）

イ　ＦＲＰ船 1 隻（船名不明、船舶番号282－16264、船長

5.00メートル、船幅1.40メートル）

ウ　ＦＲＰ船 1隻（船名及び船舶番号不明、船長5.20メート

ル、船幅1.80メートル）

エ　ＦＲＰ船 1隻（船名及び船舶番号不明、船長6.40メート

ル、船幅2.50メートル）

オ　ＦＲＰ船 1 隻（船名不明、船舶番号282－6403、船長

4.50メートル、船幅1.30メートル）

カ　ＦＲＰ船 1 隻（船名不明、船舶番号282－13340、船長

7.50メートル、船幅2.80メートル）

( 2 )　土佐市宇佐町井尻　宇佐漁港井の尻船揚場

ＦＲＰ船 1 隻（船名及び船舶番号不明、船長5.10メート

ル、船幅1.60メートル）

2　所有者の行うべき措置

工作物等の所有者は、この公告の日から起算して30日以内に

宇佐漁港漁港管理者の指示に従い、当該工作物等を除却しなけ

ればならない。

3　漁港管理者の措置

宇佐漁港漁港管理者は、工作物等の所有者が 2の措置を行わ

ないときは、他に命じて当該工作物等を除却させ、漁港漁場整

備法第39条の 2第 5項の規定により、当該工作物等を保管する

ものとする。

なお、保管後に工作物等の所有者が判明した場合は、同条第

10項の規定により、当該所有者に当該工作物等の除却及び保管

に要した費用を請求するものとする。

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第 3 項の規定によ

り、開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告する。

令和 4年 6月21日

高知県知事　濵田　省司

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第91号

平成27年11月高知県選挙管理委員会告示第109号（政治団体の

収支に関する報告書の要旨）の一部を次のように訂正する。

令和 4年 6月21日

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

第 1　定例報告のその他の政治団体の長野弘昌後援会の表中

「 1　収　入　総　額　　　　　　 　900,021円　

        前 年 繰 越 額　　　　　         0円

        本 年 収 入 額             900,021円

  2　支　出　総　額　　　　　　 　874,518円　

3　本年収入の内訳

　　　　寄　　　　　附　　　　   　　        900,000円

　　　　　個　　人　　分　　　　　　　  　　 900,000円

　　　　その他の収入      　　 　　  　         21円   

　　　　　10万円未満の収入　　　　　　　　  　　  21円

合      計　　　　   　　        900,021円

　 4　支 出 の 内 訳

　　　　政 治 活 動 費　　　　　             874,518円

　　　　　組 織 活 動 費                     550,950円

機関紙誌の発行その他の事業費       309,960円

            宣 伝 事 業 費　　　　　　　　　 309,960円

　　　　　調 査 研 究 費                    　13,608円

合　　　計　　　　　　　  　　　 874,518円

　 5　寄 附 の 内 訳

 [個　　人　　分］

長　野　弘　昌　　 900,000円  安芸市      　」

を

「 1　収　入　総　額　　　　　　 1,220,021円　

        前 年 繰 越 額　　　　　         0円

        本 年 収 入 額           1,220,021円

  2　支　出　総　額　　　　　　 1,194,518円　

香南市野市

町西野字チ

ノ丸

753番 3

753番 3 地

先水路

762番 9

762番16

6.00 2.23

許可番号
開発許可を受けた

者の住所及び氏名

高知市大津乙378

番地 7

シュウハウス工業

令和 3年10月28日

3高都計第412号

開発区域に含まれる

地域の名称

香美市土佐山田町字

カラ堀曲リ333番31

の一部

株式会社　代表取

締役　岡﨑　秀悟

福岡県福岡市博多

区博多駅東二丁目

10番 1号　第一福

岡ビルＳ館 4階

株式会社コスモス

薬品　代表取締役

　横山　英昭

令和 4年 5月 2日

4高西土第427号

土佐市高岡町字西笠

木甲746番 1 ほか 3

筆
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3　本年収入の内訳　　　

寄　　　　　附　　　　  　　　     1,220,000円

　個　　人　　分　　　　　　　　　 1,220,000円

その他の収入　　　　　　　　　　　　　　21円

10万円未満の収入                        21円

合　　　計              　　　 1,220,021円

4 　支 出 の 内 訳

　　　　政 治 活 動 費                     1,194,518円

組 織 活 動 費                     550,950円

機関紙誌の発行その他の事業費       309,960円

宣 伝 事 業 費                   309,960円

　　　　　調 査 研 究 費                      13,608円

          その他の経費                     320,000円

合       計　　　　　　　      1,194,518円

5 　寄 附 の 内 訳

       [個　　人　　分］

長　野　弘　昌　     980,000円　安芸市

長　野　和　賀　     240,000円  安芸市　　　　」

に訂正する。

高知県選挙管理委員会告示第92号

平成28年11月高知県選挙管理委員会告示第95号（政治団体の収支に関する報告書の要旨）の一部

を次のように訂正する。

令和 4年 6月21日

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

第 1　定例報告のその他の政治団体の長野弘昌後援会の表中

「 1　  収　　入　　総　　額　　　   　　　 　 45,505  円   　

           前 年 繰 越 額　　　  　　    25,503  円

           本 年 収 入 額                20,002  円

  2　  支　　出　　総　　額　　　　 　　　 　 38,880  円   　

3　　本 年 収 入 の 内 訳

　　　　　 寄 附　　　                　　　　　　20,000　円

　　　　　    個 人 分　　　　　　             　　　20,000　円

　　　　　 そ の 他 の 収 入                    　　　　　　　     2　円

　　　　　　　 1 0 万円未満の収入　　　　　　　　              　　 2　円

合 　　　　計　　　              　　　　　　　　20,002　円

4　　支  出  の  内  訳

           経 　 常 　 経 　 費                    　　          38,880　円

        　　　備 品 ・ 消 耗 品 費                  　           38,880　円

 合          計                     　           38,880　円

5　　寄 附 の 内 訳

［　個　 　　人　 　　分　］

　　　　　　　そ の 他 の 寄 附         20,000  円　　　　　　　　　　　」

を

「 1　　収　　入　　総　　額　　　　　　　 　 525,505　円   　

        　 前 年 繰 越 額　　　　　      25,503　円

           本 年 収 入 額               500,002　円

  2　　支　　出　　総　　額　　　　　　　 　 518,880　円　  

3　　本 年 収 入 の 内 訳

　　　　　 寄 　 　 　 　 　 附　                      　　　　 500,000　円

              個 　 　 人 　 　 分                              500,000  円

　 そ の 他 の 収 入                                       2  円

              1 0 万円未満の収入                                    2  円  

合　　　   計                         　 　     500,002  円

4 　　支  出  の  内  訳

         　経 　 常 　 経 　 費                                  38,880　円

　　　　　　  備 品 ・ 消 耗 品 費                               38,880　円 

           政  治  活  動  費                                 480,000　円

　　　　　　  そ の 他 の 経 費　　　　　　　                480,000　円

  合　　　　　計                                518,880　円

5　　寄  附  の  内  訳

［　個　 　　人　 　　分　］

　　　　　　　長 野 弘 昌      140,000　円　  安芸市

　　　　　　　長 野 和 賀　　　360,000　円　  安芸市　　　　　　　」

に訂正する。
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高知県選挙管理委員会告示第93号

平成29年11月高知県選挙管理委員会告示第102号（政治団体の収支に関する報告書の要旨）の一

部を次のように訂正する。

令和 4年 6月21日

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

第 1　定例報告のその他の政治団体の長野弘昌後援会の表中

「 1　  収　　入　　総　　額　　　   　　　 　  6,625  円   　

           前 年 繰 越 額　　　  　　     6,625  円

           本 年 収 入 額                     0  円

  2　  支　　出　　総　　額　　　　 　　　 　 　　 0  円    　　　　　　　 」

を

「 1　　収　　入　　総　　額　　　　  　　 　 486,625　円　  

        　 前 年 繰 越 額　　　　　       6,625　円

           本 年 収 入 額               480,000　円

  2　　支　　出　　総　　額　　　　  　　 　 480,000　円   　

3　　本 年 収 入 の 内 訳　　　

　 寄 附　　　　  　　　             　  480,000  円　

              個 人 分                              480,000  円  

                 合　 　　   計                    　　 　      480,000  円

4 　　支  出  の  内  訳

　　　　　政  治  活  動  費　　　　　　　　　　         　   480,000  円

　　　　　　そ の 他 の 経 費                                480,000  円

 　　　　　　  合　　　　  計                                   480,000　円

5　　寄 附 の 内 訳

          ［　個 人 分　］

　　　　　 　 長 野 弘 昌　　 120,000  円     安芸市

              長 野 和 賀　　 360,000  円     安芸市　　　　　　 　」

に訂正する。

入 札 公 告

政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般

競争入札に付する。

令和 4年 6月21日

高知県教育長　長岡　幹泰

1　入札に付する事項

( 1 )　購入物品の名称及び数量

室戸高等学校外45校で使用する電気　一式

( 2 )　購入物品の特質等

入札説明書による。

( 3 )　購入物品の納入期間

令和 4年 8月 1日午前零時から令和 5年12月31日午後12時

まで

( 4 )　購入物品の納入場所

入札説明書による。

( 5 )　入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額（入札説

明書による。）に当該金額の100分の10に相当する額を加算

した金額（当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当

する金額を入札書に記載すること。

2　入札参加資格

次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、 4の( 3 )により事前

にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた

者は、この一般競争入札に参加することができる。

( 1 )　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

4の規定に該当しない者であること。

( 2 )　高知県における「令和 3～令和 5年度競争入札参加資

格者登録名簿（物品購入等関係）」に登録されている者で

あること。

( 3 )　この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物

品購入等関係指名停止要領（平成 7 年12月高知県告示第

638号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者であ

ること。

( 4 )　電気事業法（昭和39年法律第170号）第 2 条の 2 の規

定により小売電気事業の登録を受けている者であること。

( 5 )　 4 の( 3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があ

ることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和 3

年度から令和 5年度までに県が発注する物品の購入又はサ

ービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加

者の資格等（令和 2 年10月高知県告示第810号。以下「告
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示」という。）第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けていない者であること

又は告示第 1の 2の( 9 )に該当しない者であること。

( 6 )　( 1 )から( 5 )までに掲げるもののほか、入札説明書に

示した入札参加資格要件を満たす者であること。

3　契約条項を示す場所等

( 1 )　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合

わせ先

郵便番号780－0850

高知市丸ノ内一丁目 7番52号

高知県教育委員会事務局高等学校課

電話番号088－821－4851

( 2 )　入札説明書の交付方法

ア　手渡しによる交付の場合

令和 4年 6月21日（火）から同月30日（木）まで（日曜

日及び土曜日を除く。）の午前 9時から午後 5時まで（午

後零時から午後 1時までの間を除く。）の間に( 1 )の交付

場所で交付する。

イ　ダウンロードによる交付の場合

令和 4年 6月21日午前 9時から同月30日午後 5時までの

間に高知県教育委員会事務局高等学校課のホームページ

（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311701/）で交

付する。

( 3 )　入札の日時及び場所

入札書を令和 4年 7月13日（水）午後 5時までに( 1 )の入

札説明書の交付場所に持参又は書留郵便により提出するこ

と。

( 4 )　開札の日時及び場所

ア　日時

令和 4年 7月14日（木）午前 9時

イ　場所

高知市丸ノ内一丁目 7番52号　高知県庁西庁舎 2階　高

知県教育委員会事務局高等学校課

4　その他

( 1 )　入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

( 2 )　入札保証金及び契約保証金

高知県契約規則（昭和39年高知県規則第12号。以下「規

則」という。）第 9条、第10条、第39条及び第40条の規定に

よる。

( 3 )　入札に参加を希望する者に求められる事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示

した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を令和 4

年 6月30日午後 5時までに 3の( 1 )の入札説明書の交付場所

に提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確

認を受けなければならない。また、開札の日までの間におい

て、高知県教育長から当該書類に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

( 4 )　入札の無効

この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、

入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その

他規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とす

る。

( 5 )　落札者の決定方法等

規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日

までの間に、告示第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第 1の 2

の( 9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないも

のとする。

( 6 )　手続における交渉の有無

無

( 7 )　契約書作成の要否

要

( 8 )　資格審査に関する事項

2の( 2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この

一般競争入札に参加を希望するものは、高知県知事が定める

申請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務セン

ターに提出すること。ただし、令和 4年 6月30日午後 5時ま

でに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参

加資格が与えられない。また、同日までに申請を行った場合

でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に係る入

札参加資格が与えられないことがある。

なお、申請書を紙媒体で提出するときは、この入札公告の

日、入札の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書す

るとともに、当該事項を申し出ることとし、申請書を電子申

請システムにより提出するときは、この入札公告の日、入札

の件名及び入札の日時を当該申請書の備考欄に入力するとと

もに、当該事項を連絡すること。

( 9 )　関連情報を入手するための照会窓口

3の( 1 )に同じ。

(10)　詳細は、入札説明書による。

5　Summary

( 1 )　Nature and quantity of the products to be 

purchased: Supply of electricity for the Muroto 

Prefectural High School and the other 45 prefectural 

high schools

( 2 )　Deadline for the submission of documents to 

certify the qualification: 5:00 P.M. on Thursday 30 

June 2022

( 3 )　Date and time for tender (by hand or registered 

mail): To arrive at the division noted in (4) by 5:00 

P.M. on Wednesday 13 July 2022

( 4 )　Contact: High School Division, Kochi Prefectural 

Board of Education Secretariat, Kochi Prefectural 

Government, 1-7-52 Marunouchi, Kochi City, Kochi 780-

0850 Japan

Tel: 088-821-4851

( 5 )　Others: As in the tender documentation
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